
令和８年３月８日 

 

千葉市環境局資源循環部 

廃棄物施設維持課長 

 

令和８年度ごみ輸送管交換に伴うシステム収集停止のお知らせ及びごみの出し方について 

 

日頃より、ごみの減量化や再資源化の推進に御理解と御協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

平成７年の廃棄物空気輸送システム（住宅地区）供用開始より３０年が経過していることから、

ごみ輸送管の劣化や腐食等が部分的に発生しており、ごみ輸送管の破断によるシステム緊急停止

等のおそれがある箇所が複数、散見されています。 

このため、ごみ輸送管を今後も末永く皆様に安全にご利用頂けるよう、令和７年度に引き続き、

令和８年度もごみ輸送管の交換作業を行います。作業に伴う車両収集期間等について、下記のと

おりお知らせします。 

 

記 
 

１ 令和８年度の車両収集 

（１） スケジュール 

令和８年度のごみ輸送管交換対象工区は別紙１「ごみ輸送管全体図（参考）」に示す０工区、  

２工区、４工区です。０工区は、全ての工区のごみの流れの下流側（幕張クリーンセンター側）に

あるため、０工区のごみ輸送管交換作業期間中は、全工区にて車両によるごみ収集を行います。

ご協力お願いいたします。 

投入口施錠・解錠日時及び車両収集開始日・終了日は、昨年同様、２～４週間前に、本資料   

裏面下部に記載の千葉市ホームページへ掲載、及び、メール等にて各マンション管理会社へお知

らせいたします。 

なお、車両収集期間中は、幕張クリーンセンターから遠隔で投入口を施錠いたします。施錠し

ている間はごみの投入ができなくなるため、ご注意願います。 

 

■ 年度別工区ごとのごみ収集スケジュール 

 

 

■ 令和８年度車両収集スケジュール（目安） 

令和８年度の車両収集期間は、４月下旬ごろから１１月上旬ごろまでを予定しています。

工区ごとに、車両収集の時期が変わりますので、詳細は別紙２「令和８年度 車両収集スケジ

ュール」をご確認ください。 

 
※ 車両収集期間中においても、平日、祝日問わず収集します。 
※ 交換作業の進捗状況によって、車両収集期間を延長する場合があります。 

令和8年度 令和9年度
交換対象 0・2・4工区 1・5工区
１工区 車両収集 車両収集

２工区 車両収集 車両収集※

３工区 車両収集 〇
４工区 車両収集 車両収集
５工区 車両収集 車両収集

　 〇　 ：平常通り、システムによる収集を行います
車両収集：一部期間において、車両収集を行います

備考

※ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸのみｼｽﾃﾑ収集

幕張ベイタウン協議会 

幕張ベイタウン自治会連合会 

配布用資料 

変更の可能性があります。 



 

（２） 車両収集に伴う注意事項 

別紙３「車両収集に伴う注意事項」をご参照ください。 

 

（３） 資材搬入・搬出に伴う道路一時使用について 

３月下旬ごろから工事が終わる１１月下旬ごろまでの間、工事資材の搬入口から共同溝内への

搬入及び搬出のため、道路の片側通行及び歩道の一部使用をさせていただく期間が発生します。 

詳細な位置は別紙４「道路一時使用位置」をご参照ください。道路を使用する日程は決まり次

第、本資料下部に記載の千葉市ホームページにてお知らせいたします。 

 

２ ごみの出し方 

  令和７年度も昨年度同様に不燃ごみの排出実態調査を行ったところ、多くのマンションで投入

禁止物（ハンガーや折り畳み傘など輸送管の詰まりの原因になるもの）やリチウムイオン電池等

の有害ごみの混入を確認しました。 

特に、リチウムイオン電池等の混入は、輸送管内だけでなくマンション設備内での火災の原因

になりますので、絶対に投入口へ投入しないでください。 

これらを踏まえ、システムをご利用の皆さまには改めて令和７年４月以降に配布した「廃棄物

空気輸送システム利用地区のごみの出し方」のご確認をお願いいたします。 

なお、「廃棄物空気輸送システム利用地区のごみの出し方」は、日本語版、英語版、中国語版、

韓国語版を作成し、本資料下部に記載の千葉市ホームページに公開しております。 

 

３ ごみ輸送管の定期的な点検について 

本市が維持管理を行っている共同溝内のごみ輸送管では、劣化や腐食による穿孔
せ ん こ う

（穴があくこ

と）が発生しているため、全工区の目視点検を実施しております。 

マンション管理範囲においても、同様に穿孔が発生しているおそれがありますので、管理会社

等へご相談のうえ、定期的に点検を実施していただきますよう、お願い申し上げます。 

 

４ その他 

令和８年１月２７日（火）に実施した幕張クリーンセンターの設備修繕に伴うごみ収集停止に

ついて、皆様へのご案内を適切に行えずご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 

今回、収集委託事業者内部の確認体制が確立されていなかったことにより、事前に皆様へ適切

なご案内ができなかった点を受け、今後は、事業者の確認体制の強化に加え、市と事業者との連

携及び情報共有体制を一層強化し、ごみ収集業務を進めてまいります。 

 

【お問い合わせ先】 

環境局資源循環部廃棄物施設維持課 

(電話)043-245-5653   (FAX)043-245-5477   (Mail) shisetsuiji.ENR@city.chiba.lg.jp 

(HP) https://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/shisetsuiji/makuhari/makuhari.html 
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